
急告 ５月 6 日まで活動休止のお知らせ 

 

熊本県倫理法人会では、4 月 1 日から一部の地域から活動を

再開いたしましたが、本日の倫理研究所通達により『経営者

モーニングセミナー等の集会タイプの諸活動』を、ゴールデ

ンウイーク終了の 5 月 6 日まで休止とします。5 月 7 日以降

の諸行事開催の有無につきましては、倫理研究所の方針を受

け次第、新たに県の方針として会員の皆さまにお伝えいたし

ます。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。 

  令和 2 年４月６日 

 

            熊 本 県 倫 理 法 人 会 

               会長 村 上 尊 宣 


